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【転落防止対策】
①作業用ステップの端に体の重心が極端に偏った場合、作業用ステップが傾きバランスを
崩して転倒する可能性があるので、作業用ステップの足に安定板を設置し、作業用ステ
ップの端に体の重心が極端に偏った場合でも傾かないように対策した。
②脚立作業は、転落のリスクがあり、手摺付きの踏み台を設置した。











事例２．株式会社ジェイテクト徳島工場













事例３．株式会社スタイルアシスト





5 年 12 月 日

検
印

社長 運行管理者 場　　　所 運輸事業部　事務所

乗務員教育記録 実 施 年 月 日 令和
時　　　間 自　　時　　分　～　至　　時　　分

　　　・トラックの荷台での作業時は、脚立等の昇降設備を使用する。

　　　・腰痛対策として、重い荷物を持つ時は無理をせず台車を使用する。

　　　・荷降荷積の際、倉庫内では走ったり高いところから飛び降りたりしないようにする。

　　　・「まんがでわかる　陸上貨物運送事業の安全衛生」を参考に労働災害防止に取り組む。

実　施　者

営  業  所  名 （株）スタイルアシスト運輸事業部

　〇　高齢労働者の安全衛生確保の取り組み

　　　・　健康維持と体調管理把握の為、作業前の体調チェックの実施。

　　　　　必要な場合は保健指導を実施する。
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　〇 貨物自動車に設ける昇降設備について

　　　転倒事故防止の為、荷台の昇り降りする際は、必ず踏み台を使用すること。

　

　〇 労働災害防止対策の取り組みについて

　　　・作業を行う際は、ヘルメット・安全靴・手袋等の保護具を使用する。

　　　・　健康診断実施後、運動習慣・食習慣等の生活習慣の見直しの為、面接指導を行い、

※　3年間保存

安全衛生教育の実施


